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(57)【要約】
【課題】微細配線を形成する場合であっても、ブリッジ
の発生を低減でき、しかも優れたワイヤボンディング性
及びはんだ接続信頼性を得ることが可能な半導体チップ
搭載用基板の製造方法及びこれにより得られる半導体チ
ップ搭載用基板を提供することを目的とする。
【解決手段】セミアディティブ法で銅回路を形成する工
程において、電解めっきレジストを形成し、電解銅めっ
きにより銅回路を形成した後に、無電解ニッケルめっき
皮膜を形成し、銅回路の上部のみに銅の拡散を抑制する
ためのバリヤ皮膜である無電解ニッケルめっき皮膜を形
成する。次いで、電解めっきレジストを剥離し、導体回
路となるべき部分以外の銅をエッチング除去し、ソルダ
ーレジストパターンを形成し、電解ニッケルめっき皮膜
が上部に形成された銅回路に、無電解パラジウムめっき
皮膜を形成しさらに無電解金めっき皮膜を形成する。
【選択図】図１



(2) JP 2013-93359 A 2013.5.16

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内層回路を表面に有する内層板と、前記内層回路と一部で接続するように絶縁層を隔て
て前記内層板上に設けられた第１の銅層と、を有する積層体における前記第１の銅層上に
、導体回路となるべき部分を除いてレジストを形成するレジスト形成工程と、
　前記第１の銅層上の前記導体回路となるべき部分に、電解銅めっきにより第２の銅層を
形成して、前記第１の銅層及び前記第２の銅層からなる前記導体回路を得る導体回路形成
工程と、
　前記導体回路上の少なくとも一部に、無電解ニッケルめっきによりニッケル層を形成す
るニッケル層形成工程と、
　前記レジストを除去するレジスト除去工程と、
　前記レジストに覆われていた部分の前記第１の銅層をエッチングにより除去するエッチ
ング工程と、
　前記ニッケル層が形成された前記導体回路上の少なくとも一部に、コバルト、パラジウ
ム、白金からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属からなる金属層を、無電解めっき
又は電解めっきにより形成する金属層形成工程と
　前記金属層が形成された前記導体回路上の少なくとも一部に、無電解金めっきにより金
層を形成する金層形成工程と、
を有する半導体チップ搭載用基板の製造方法。
【請求項２】
　エッチング工程後、金層形成工程前に、ニッケル層が形成された導体回路の少なくとも
一部が露出するように、表面にソルダーレジストを形成するソルダーレジスト形成工程を
有する、請求項１記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
【請求項３】
　レジスト形成工程において、
　内層板上に、樹脂を主成分とする絶縁層と銅箔とが積層された樹脂付き銅箔を、前記絶
縁層が前記内層板側に向くようにして積層し、
　前記内層板上に積層された前記樹脂付き銅箔に、内層回路の一部が露出するようにバイ
アホールを形成し、
　前記銅箔及び前記バイアホール内を覆うように無電解銅めっきにより銅めっき層を形成
して、前記銅箔及び前記銅めっき層からなり前記内層回路と一部で接続する第１の銅層を
有する積層体を得た後、
　前記積層体における前記第１の銅層上に、導体回路となるべき部分を除いてレジストを
形成する、請求項１又は２記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
【請求項４】
　樹脂付き銅箔における銅箔の厚みが、５μｍ以下であることを特徴とする請求項３記載
の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
【請求項５】
　レジスト形成工程において、
　内層回路を表面に有する内層板上に、導電性を有しないフィルムを積層して絶縁層を形
成し、
　前記内層板上に積層された前記絶縁層に、前記内層回路の一部が露出するようにバイア
ホールを形成し、
　前記絶縁層及び前記バイアホール内を覆うように無電解銅めっきにより銅めっき層を形
成して、前記銅めっき層からなり前記内層回路と一部で接続する第１の銅層を有する積層
体を得た後、
　前記積層体における前記第１の銅層上に、導体回路となるべき部分を除いてレジストを
形成する、請求項１又は２記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
【請求項６】
　導体回路形成工程後、ニッケル層形成工程前に、導体回路の一部が露出するようにして
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レジスト及び前記導体回路を覆う上部レジストを更に形成する上部レジスト形成工程を有
し、
　前記ニッケル層形成工程において、前記上部レジストから露出した部分の前記導体回路
上にニッケル層を形成し、
　レジスト除去工程において、前記レジスト及び前記上部レジストの両方を除去する、請
求項１～５のいずれか一項に記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
【請求項７】
　金属層形成工程において、無電解パラジウムめっきによりパラジウム層を形成する、請
求項１～６のいずれか一項に記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
【請求項８】
　パラジウム層形成工程において、パラジウム層を、置換パラジウムめっきを行った後、
還元型のパラジウムめっきを行うことにより形成する、請求項７記載の半導体チップ搭載
用基板の製造方法。
【請求項９】
　金層形成工程において、無電解金めっきを、還元剤を含む無電解金めっき液を用いて行
い、前記還元剤として、酸化により水素ガスを発生しないものを用いる、請求項１～８の
いずれか一項に記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
【請求項１０】
　導体回路の少なくとも一部が、はんだ接続用端子又はワイヤボンディング用端子である
、請求項１～９のいずれか一項に記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法により得ら
れる、半導体チップ搭載用基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体チップ搭載用基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パソコン、携帯電話、無線基地局、光通信装置、サーバ及びルータ等の電子機器
において、大小問わず、機器の小型化、軽量化、高性能化及び高機能化が進んでいる。ま
た、ＣＰＵ、ＤＳＰ及び各種メモリ等のＬＳＩの高速化並びに高機能化とともに、ＳｏＣ
（Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｎ　ａ　ｃｈｉｐ）やＳｉＰ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ
）等の高密度実装技術の開発も行われている。
【０００３】
　このため、半導体チップ搭載用基板やマザーボードには、ビルドアップ方式の多層配線
基板が使用されるようになっている。また、パッケージの多ピン狭ピッチ化といった実装
技術の進歩により、半導体チップ搭載用基板は、ＱＦＰ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｐａｃｋ
ａｇｅ）からＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）／ＣＳＰ（Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ
　Ｐａｃｋａｇｅ）実装へと進化している。
【０００４】
　半導体チップ搭載用基板と半導体チップとの接続には、例えば、金ワイヤボンディング
が用いられる。また、半導体チップと接続された半導体チップ搭載用基板は、はんだボー
ルによって配線板（マザーボード）と接続される。そのため、半導体チップ搭載用基板は
、通常、半導体チップ又は配線板に接続するための接続端子をそれぞれ有している。これ
らの接続端子には、金ワイヤ又ははんだとの良好な金属接合を確保するために、金めっき
が施されることが多い。
【０００５】
　従来、接続端子に金めっきを施す方法としては、電解金めっきが広く適用されてきた。
しかし、最近では、半導体チップ搭載用基板の小型化による配線の高密度化に伴って、接
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続端子の表面に電解金めっきを施すための配線を確保することが困難になりつつある。そ
こで、接続端子への金めっき方法として、電解めっきをするためのリード線が不要である
無電解金めっき（置換金めっきや還元金めっき）のプロセスが注目され始めている。例え
ば、下記非特許文献１に記載されているように、端子部分の銅箔表面に、無電解ニッケル
めっき皮膜／無電解金めっき皮膜を形成することが知られている。
【０００６】
　しかしながら、非特許文献２に記載されている通り、無電解ニッケルめっき／無電解金
めっきの方法では、電解ニッケルめっき／電解金めっきの方法と比較して、はんだ接続信
頼性や熱処理後のワイヤボンディング性が低下することが知られている。
【０００７】
　また、配線に無電解ニッケルめっきを行うと、「ブリッジ」と呼ばれる、配線間に無電
解ニッケルめっき皮膜が析出する現象が発生し、これにより短絡不良が引き起こされる場
合がある。このブリッジを抑制するためには、例えば、特許文献１、２に示すようなブリ
ッジを抑制するための前処理液及び前処理方法が提案されている。また、特許文献３に示
すように、ブリッジを抑制するための無電解めっき用触媒液も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平９－２４１８５３号公報
【特許文献２】特許第３３８７５０７号公報
【特許文献３】特開平１１－１２４６８０号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】「サーキットテクノロジ」、社団法人エレクトロニクス実装学会、１９
９３年、Ｖｏｌ．８、Ｎｏ．５、Ｐ３６８～３７２
【非特許文献２】「表面技術」、表面技術協会、２００６年、Ｖｏｌ．５７、Ｎｏ．９、
Ｐ６１６～６２１
【非特許文献３】「第２０回エレクトロニクス実装学術講演大会論文集」、２３Ｂ－０７
、２００６年
【非特許文献４】「ＲＯＨＭ　ａｎｄ　Ｈａｓｓホームページ」、［ｏｎｌｉｎｅ］、イ
ンターネット〈ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｏｈｍｈａａｓ．ｃｏｍ／ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ／ＣＢＴ／ｖｏｌ１／ｐａｐｅｒｓ／Ｅｆｆｅｃｔｓｏｆ
Ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ．ｐｄｆ〉
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、近年では、セミアディティブ法等の配線形成方法の利用によって、パターン
間の間隔が５０μｍを下回るような超微細パターン、例えば、配線幅／配線間隔（以下、
「Ｌ／Ｓ」と略す。）＝３５μｍ／３５μｍという微細配線を有する製品が量産化され始
めている。
【００１１】
　このような超微細パターンを有する基板において、銅からなる回路に無電解ニッケルめ
っきを施した後、その上に無電解金めっきを施して接続端子を形成する従来技術としては
、例えば、次のような方法が知られている。
【００１２】
　すなわち、銅箔付き樹脂を用いたセミアディティブ法を、
（１）内層回路を表面に有する内層板の上下に、銅箔付き樹脂をラミネートする工程、
（２）銅箔付き樹脂にインタースティシャルバイアホール（ＩＶＨ）を設け、銅箔上およ
びＩＶＨ内部に無電解銅めっき層を形成する工程、
（３）無電解銅めっき層上における導体回路を形成すべき箇所を除いて電解めっきレジス
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トを形成する工程、
（４）導体回路を形成すべき箇所に、電解銅めっきにより銅回路を形成する工程、
（５）電解めっきレジストを剥離する工程、
（６）エッチング液を用いて、導体回路を形成すべき部分以外の部分の上記銅箔及び無電
解銅めっき層をエッチングにより除去する工程、
（７）導体回路の形成された基板の表面にソルダーレジストパターンを形成する工程、
（８）導体回路上に無電解ニッケルめっき皮膜を形成する工程、及び、
（９）前記導体回路の最表面に、さらに無電解金めっき皮膜を形成する工程、により実施
することが知られている。すなわち、銅からなる導体回路上の特定部位に、無電解ニッケ
ルめっき（工程（８））／無電解金めっき（工程（９））を行い、これによって接続端子
を形成する。
【００１３】
　前述の通り、半導体チップ搭載用基板の小型化による配線の高密度化に伴って、接続端
子部分を、従来の電解ニッケル／電解金めっき方法に代えて、リード線不要な無電解めっ
き技術を用いることが必須となりつつある。そのため、上記のようなセミアディティブ法
でも無電解ニッケルめっき／無電解金めっきが適用されている。
【００１４】
　しかしながら、本発明者らが検討を行った結果、Ｌ／Ｓ＝３５μｍ／３５μｍ程度の微
細配線上に、無電解ニッケルめっき液を用いて無電解ニッケルめっきを施す場合、導体間
の絶縁信頼性を充分に確保することが困難であることが判明した。すなわち、上述した特
許文献１～３に記載の前処理液や前処理方法、無電解めっき用触媒液等のブリッジを低減
する手法を適用しても、微細配線とした場合には、導体間の基材上に無電解ニッケルめっ
きが析出し易いため、充分な効果が得られないことが判明した。また、このような微細配
線とした場合、無電解ニッケルめっき／無電解金めっきを適用すると、電解ニッケルめっ
き／電解金めっきを適用した場合と比較して、ワイヤボンディング性とはんだ接続信頼性
とが著しく低くなることも判明した。
【００１５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、微細配線を形成する場合であ
っても、ブリッジの発生を低減でき、しかも優れたワイヤボンディング性及びはんだ接続
信頼性を得ることが可能な半導体チップ搭載用基板の製造方法及びこれにより得られる半
導体チップ搭載用基板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するため、パターン間の間隔が５０μｍを下回るような超微細パターン
（例えば、Ｌ／Ｓ＝３５μｍ／３５μｍ程度の微細配線）において、無電解ニッケルめっ
きの「ブリッジ」を生じさせない方法について鋭意検討した結果、セミアディティブ法で
銅回路を形成する工程において、電解めっきレジストを形成し、電解銅めっきにより銅回
路を形成した後に、無電解ニッケルめっき皮膜を形成し、銅回路の上部のみに銅の拡散を
抑制するためのバリヤ皮膜である無電解ニッケルめっき皮膜を形成することで、銅回路の
側面に無電解ニッケルめっき皮膜を形成する工程をなくし、「ブリッジ」の発生を抑制で
きることを見出した。
　次いで、電解めっきレジストを剥離し、導体回路となるべき部分以外の銅をエッチング
除去し、ソルダーレジストパターンを形成し、電解ニッケルめっき皮膜が上部に形成され
た銅回路に、無電解パラジウムめっき皮膜を形成しさらに無電解金めっき皮膜を形成する
。
【００１７】
　従来の電解ニッケル／電解金めっき方法では、電解めっきをするためのリード線が必要
であったため、半導体チップ搭載用基板の小型化・高密度化は限界があるのに対し、本発
明の方法であれば、ニッケル、パラジウム、金めっきを無電解めっきで行うため、電解め
っきをするためのリード線が不要であり、独立端子にもめっきが可能であるため、半導体
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チップ搭載用基板の小型化・高密度化に対応することが可能である。
【００１８】
　すなわち、本発明は、以下に関するものである。
１．　内層回路を表面に有する内層板と、前記内層回路と一部で接続するように絶縁層を
隔てて前記内層板上に設けられた第１の銅層と、を有する積層体における前記第１の銅層
上に、導体回路となるべき部分を除いてレジストを形成するレジスト形成工程と、前記第
１の銅層上の前記導体回路となるべき部分に、電解銅めっきにより第２の銅層を形成して
、前記第１の銅層及び前記第２の銅層からなる前記導体回路を得る導体回路形成工程と、
前記導体回路上の少なくとも一部に、無電解ニッケルめっきによりニッケル層を形成する
ニッケル層形成工程と、前記レジストを除去するレジスト除去工程と、前記レジストに覆
われていた部分の前記第１の銅層をエッチングにより除去するエッチング工程と、前記ニ
ッケル層が形成された前記導体回路上の少なくとも一部に、コバルト、パラジウム、白金
からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属からなる金属層を、無電解めっき又は電解
めっきにより形成する金属層形成工程と前記金属層が形成された前記導体回路上の少なく
とも一部に、無電解金めっきにより金層を形成する金層形成工程と、を有する半導体チッ
プ搭載用基板の製造方法。
２．　エッチング工程後、金層形成工程前に、ニッケル層が形成された導体回路の少なく
とも一部が露出するように、表面にソルダーレジストを形成するソルダーレジスト形成工
程を有する、項１記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
３．　レジスト形成工程において、内層板上に、樹脂を主成分とする絶縁層と銅箔とが積
層された樹脂付き銅箔を、前記絶縁層が前記内層板側に向くようにして積層し、前記内層
板上に積層された前記樹脂付き銅箔に、内層回路の一部が露出するようにバイアホールを
形成し、前記銅箔及び前記バイアホール内を覆うように無電解銅めっきにより銅めっき層
を形成して、前記銅箔及び前記銅めっき層からなり前記内層回路と一部で接続する第１の
銅層を有する積層体を得た後、前記積層体における前記第１の銅層上に、導体回路となる
べき部分を除いてレジストを形成する、項１又は２記載の半導体チップ搭載用基板の製造
方法。
４．　樹脂付き銅箔における銅箔の厚みが、５μｍ以下であることを特徴とする項３記載
の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
５．　レジスト形成工程において、内層回路を表面に有する内層板上に、導電性を有しな
いフィルムを積層して絶縁層を形成し、前記内層板上に積層された前記絶縁層に、前記内
層回路の一部が露出するようにバイアホールを形成し、前記絶縁層及び前記バイアホール
内を覆うように無電解銅めっきにより銅めっき層を形成して、前記銅めっき層からなり前
記内層回路と一部で接続する第１の銅層を有する積層体を得た後、前記積層体における前
記第１の銅層上に、導体回路となるべき部分を除いてレジストを形成する、請求項１又は
２記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
６．　導体回路形成工程後、ニッケル層形成工程前に、導体回路の一部が露出するように
してレジスト及び前記導体回路を覆う上部レジストを更に形成する上部レジスト形成工程
を有し、前記ニッケル層形成工程において、前記上部レジストから露出した部分の前記導
体回路上にニッケル層を形成し、レジスト除去工程において、前記レジスト及び前記上部
レジストの両方を除去する、項１～５のいずれか一項に記載の半導体チップ搭載用基板の
製造方法。
７．　金属層形成工程において、無電解パラジウムめっきによりパラジウム層を形成する
、項１～６のいずれか一項に記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
８．　パラジウム層形成工程において、パラジウム層を、置換パラジウムめっきを行った
後、還元型のパラジウムめっきを行うことにより形成する、項７記載の半導体チップ搭載
用基板の製造方法。
９．　金層形成工程において、無電解金めっきを、還元剤を含む無電解金めっき液を用い
て行い、前記還元剤として、酸化により水素ガスを発生しないものを用いる、項１～８の
いずれか一項に記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
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１０．　導体回路の少なくとも一部が、はんだ接続用端子又はワイヤボンディング用端子
である、項１～９のいずれか一項に記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法。
１１．　項１～１０のいずれか一項に記載の半導体チップ搭載用基板の製造方法により得
られる、半導体チップ搭載用基板。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、微細配線を形成する場合であっても、ブリッジの発生を低減でき、し
かも優れたワイヤボンディング性及びはんだ接続信頼性を得ることが可能な、半導体チッ
プ搭載用基板の製造方法を提供することが可能となる。
　また、本発明によれば、導体回路には、無電解金めっきにより金層を形成することがで
きることから、電解めっきを行う場合のようなリード線を用いる必要がなく、微細配線を
形成しても独立端子となるべき部分に良好に金めっきを行うことができる。そのため、本
発明の製造方法は、半導体チップ搭載用基板の更なる小型化・高密度化にも対応すること
ができる。
　さらに、本発明によれば、ブリッジの発生が低減されており、しかも優れたワイヤボン
ディング性及びはんだ接続信頼性を有する半導体チップ搭載用基板を提供することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１実施形態に係る半導体チップ搭載用基板の製造方法を模式的に示す工程図で
ある。
【図２】第１実施形態に係る半導体チップ搭載用基板の金属層形成工程を行った場合にお
ける、金層形成後の導体回路の部分の断面構成を拡大して示す模式図である。
【図３】第２実施形態に係る半導体チップ搭載用基板の製造方法を模式的に示す工程図で
ある。
【図４】第２実施形態に係る半導体チップ搭載用基板の金属層形成工程を行った場合にお
ける、金層形成後の導体回路の部分の断面構成を拡大して示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
［第１実施形態］
　以下、半導体チップ搭載用基板の製造方法の好適な第１実施形態について説明する。図
１は、第１実施形態に係る半導体チップ搭載用基板の製造方法を模式的に示す工程図であ
る。本実施形態は、内層板に対し、銅箔付き樹脂を用いて外層回路の形成を行うセミアデ
ィティブ法による半導体チップ搭載用基板の製造方法の例である。
【００２２】
　本実施形態においては、まず、図１（ａ）に示すように、内層板１を準備する。内層板
１は、内層用基板１００と、その表面に設けられた内層回路１０２と、内層用基板１００
を貫通するように形成され、両表面の内層回路１０２同士を電気的に接続する内層用ビア
１０４とを備えている。かかる内層板１における各構成としては、回路基板に適用される
公知の構成を特に制限なく適用することができる。
【００２３】
　内層板１の形成方法としては、例えば、次のような方法が適用できる。まず、内層用基
板１００の両表面に、銅箔を積層した後、この銅箔の不要な箇所をエッチングにより除去
することにより内層回路１０２を形成する方法（サブトラクト法）や、内層用基板１００
の両表面の必要な箇所にのみ、無電解銅めっきにより銅からなる内層回路１０２を形成す
る方法（アディティブ法）が挙げられる。また、内層用基板１００の表面上、又はその表
面に更に形成した所定の層（ビルドアップ層）上に、薄い金属層（シード層）を形成し、
さらに電解銅めっきにより内層回路１０２に対応した所望のパターンを形成した後、この
パターンを形成しなかった部分の薄い金属層をエッチングで除去することによって、内層
回路１０２を形成する方法（セミアディティブ法）等も挙げられる。
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【００２４】
　次に、図１（ｂ）に示すように、内層板１の両表面上に、樹脂を主成分とする絶縁層２
１と銅箔２２とが積層された樹脂付き銅箔２を、その絶縁層２１が内層板１側に向くよう
にして積層する（図１（ｂ））。樹脂付き銅箔２の積層は、例えば、内層板１に対してラ
ミネート又はプレスすることによって行うことができる。例えば、一般的な真空プレス機
を適用することができる。この際、加熱・加圧の条件は、層間絶縁樹脂である絶縁層２１
の構成材料の特性にあった条件が好ましい。例えば、温度１５０℃～２５０℃、圧力１Ｍ
Ｐａ～５ＭＰａとすることができる。本実施形態では、このような樹脂付き銅箔２におけ
る銅箔２２がシード層として機能し、これにより後述する銅めっき層３や第２の銅層５の
形成を行うことが可能となる。なお、積層される前の樹脂付き銅箔２の絶縁層２１は、Ｂ
ステージ状態である。
【００２５】
　樹脂付き銅箔２における銅箔２２は、その厚みが５μｍ以下であると好ましく、３μｍ
以下であるとより好ましい。また、銅箔の厚みを５μｍ以下にすることで、後述するエッ
チングを容易に行うことが可能となり、微細配線を形成することが容易となる。
【００２６】
　銅箔２２としては、ピーラブルタイプ又はエッチャブルタイプのものを使用することが
好ましい。銅箔２２がピーラブルタイプの場合、キャリアを引き剥がすことで、またエッ
チャブルタイプの場合、キャリアをエッチングすることで、所望の厚みを有する銅箔とす
ることができる。例えば、ピーラブルタイプの場合、キャリアとの剥離層となる金属酸化
物又は有機物層を、エッチングなどで除去することで、キャリアを引き剥がすことができ
る。また、エッチャブルタイプにおいて、金属箔を銅箔、キャリアをアルミニウム箔とし
た場合、アルカリ溶液を用いることで、キャリアのみをエッチングすることができる。銅
箔２２は、給電層として機能する範囲で薄ければ薄いほど微細配線形成に適することから
、そのような厚みとするために、更にエッチングを行って厚みを低減することができる。
その場合、ピーラブルタイプの場合、離型層の除去と同時にエッチングを行うと効率的で
好ましい。
【００２７】
　絶縁層２１を構成する樹脂は、絶縁性を有する樹脂であり、そのような樹脂としては、
熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂やそれらの混合樹脂を適用できる。なかでも、熱硬化性を有
する有機絶縁材料が好ましい。熱硬化性樹脂としては、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラ
ミン樹脂、アルキド樹脂、アクリル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ジアリルフタレート
樹脂、エポキシ樹脂、ポリベンゾイミダゾール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアミドイミド
樹脂、シリコーン樹脂、シクロペンタジエンから合成した樹脂、トリス（２－ヒドロキシ
エチル）イソシアヌラートを含む樹脂、芳香族ニトリルから合成した樹脂、３量化芳香族
ジシアナミド樹脂、トリアリルトリメタリレートを含む樹脂、フラン樹脂、ケトン樹脂、
キシレン樹脂、縮合多環芳香族を含む熱硬化性樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂等が挙げら
れる。熱可塑性樹脂としては、ポリイミド樹脂、ポリフェニレンオキサイド樹脂、ポリフ
ェニレンサルファイド樹脂、アラミド樹脂、液晶ポリマ等が挙げられる。なお、絶縁層２
１には、必要に応じてシリカフィラー等の無機充填剤等を配合してもよく、また、ガラス
クロス等を含むプリプレグを用いてもよい。
【００２８】
　次に、図１（ｃ）に示すように、内層板１に積層された樹脂付き銅箔２の所定の部位に
、樹脂付き銅箔２を貫通して内層板１に達する貫通孔（ビア穴）を形成する。これにより
インタースティシャルバイアホール（ＩＶＨ）１０を形成して、内層回路１０２の一部を
露出させる。貫通孔は、例えば、紫外線波長のレーザ光を直接照射して穴加工を行うこと
で形成することができる。紫外波長のレーザとしては、ＵＶ－ＹＡＧレーザの第３高調波
（波長３５５ｎｍ）を用いると、比較的高いエネルギーが得られ、加工速度を早くできる
ことから好ましい。
【００２９】
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　また、ＩＶＨ１０の形成においては、レーザエネルギー分布を調整し、ビア穴の断面形
状をテーパ形状にすると、穴内のめっき付き性が向上するため好ましい。さらに、ビア穴
径が５０μｍ以下であると、加工速度が速くなるため好ましい。また、ビア穴のアスペク
ト比（ビア穴高さ／ビア穴の底の直径）は１以下であると、信頼性を確保する観点から好
ましいため、ＩＶＨ１０の形成に際しては、このような絶縁層２１の厚みとビア穴径との
関係となるよう設計することが好ましい。なお、ビア穴内には、スミアが発生しているこ
とがあるため、ビア穴の形成後には、過マンガン酸塩、クロム酸塩、過マンガン酸等を用
いた洗浄を行うことにより、スミアの除去を行うことが好ましい。
【００３０】
　次に、図１（ｄ）に示すように、樹脂付き銅箔２が積層された内層板１の全表面を覆う
ように、無電解銅めっきにより銅めっき層３を形成する。これにより、内層板１と、内層
板１の内層回路１０２と一部で接続するように絶縁層２１を隔てて設けられた銅箔２２及
び銅めっき層３からなる第１の銅層３１とを有する積層体が得られる。この積層体では、
銅箔２２の表面及びＩＶＨ１０内が連続的に第１の銅層３１によって覆われた状態となる
ため、絶縁層２１の表面上に形成された銅箔２２と内層回路１０２との電気的な接続が可
能となる。
【００３１】
　銅めっき層３は、一般的な配線板の形成に用いられる無電解銅めっき方法を用いて形成
すれば良く、めっきすべき部位に、無電解銅めっきの核となる触媒を付与しておき、これ
に無電解銅めっき層を薄付けすることで形成することができる。触媒としては、貴金属イ
オンやパラジウムコロイドを用いることができ、特にパラジウムは樹脂への密着性が高い
ことから好ましい。無電解銅めっきには、硫酸銅、錯化剤、ホルマリン、水酸化ナトリウ
ムを主成分とする、一般的な配線板の形成に用いられる無電解銅めっき液を用いることが
できる。
【００３２】
　銅めっき層３の厚みとしては、ＩＶＨ１０部のへの給電が可能となるような厚みがあれ
ば良く、０．１～１μｍであると好ましい。銅めっき層３が０．１μｍより薄いと、ＩＶ
Ｈ１０内部の内層回路１０２を構成する銅と、樹脂付き銅箔２における銅箔２２との間の
給電が十分に得られない恐れがある。一方、１μｍより厚いと、後述する導体回路となる
べき部分以外の銅をエッチングにより除去するエッチング工程において、エッチングをし
なければならない銅の厚みが増えるため、回路形成性が低下して微細配線の形成が困難に
なるおそれがある。銅めっき層３の厚みが０．１～１μｍであることで、内層回路１０２
と銅箔２２との給電が十分に得られ、しかも、エッチング工程におけるエッチングが容易
となって良好な回路形成性が得られるようになる。
【００３３】
　次に、図１（ｅ）に示すように、第１の銅層３１上の所望の位置に、電解めっきレジス
トであるレジスト４を形成する（レジスト形成工程）。このレジスト４を形成する部位は
、第１の銅層３１における導体回路となるべき部分（ＩＶＨ１０を含む）を除く部分であ
る。レジスト４は、後述する材料を用いた公知のレジスト形成方法を適用することによっ
て形成することが可能である。なお、導体回路となるべき部分には、位置合わせに用いる
位置合わせ用のパターン等も含む。
【００３４】
　レジスト４の厚さは、その後めっきする導体の合計の厚さと同程度か、それよりも厚く
することが好適である。レジスト４は、樹脂から構成されるものであると好ましい。樹脂
から構成されるレジストとしては、ＰＭＥＲ　Ｐ－ＬＡ９００ＰＭ（東京応化株式会社製
、商品名）のような液状レジストや、ＨＷ－４２５（日立化成工業株式会社、商品名）、
ＲＹ－３０２５（日立化成工業株式会社、商品名）等のドライフィルムのレジストがある
。
【００３５】
　次に、図１（ｆ）に示すように、第１の銅層３１の表面上に、電解銅めっきにより第２
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の銅層５を形成し、第１の銅層３１と第２の銅層５とが積層された導体回路５１を得る（
導体回路形成工程）。この工程においては、電解銅めっきにより、レジスト４が形成され
ていない部分にのみ第２の銅層５が形成される。したがって、第２の銅層５は、第１の銅
層３１上の導体回路５１となるべき部分に形成されることになる。
【００３６】
　第２の銅層５の形成領域は、上記のようにレジスト４によって決定される。そのため、
電解銅めっきは、第１の銅層３１のいずれかの部分にリード線を取り付けて行えばよく、
配線を高密度化する場合であっても十分に対応可能である。電解銅めっきは、半導体チッ
プ搭載用基板の製造において使用される公知の硫酸銅電解めっきやピロリン酸電解めっき
を用いて行うことができる。
【００３７】
　第２の銅層５の厚さは、導体回路として使用できる程度の厚さであればよく、目的とす
るスペースにもよるものの、１～３０μｍの範囲であると好ましく、３～２５μｍの範囲
であるとより好ましく、３～２０μｍの範囲であると更に好ましい。
【００３８】
　次に、図１（ｇ）に示すように、第２の銅層５の表面上に、更に無電解ニッケルめっき
によりニッケル層６を形成する（ニッケル層形成工程）。この工程でも、無電解ニッケル
めっきにより、レジスト４が形成されていない部分にのみニッケル層６が形成される。し
たがって、ニッケル層６は、導体回路５１上の全領域に形成されることになる。
【００３９】
　無電解ニッケルめっき皮膜の純度は８０質量％以上であることが好ましい。無電解ニッ
ケルめっき皮膜の膜厚が０．６～８μｍであることが好ましく、０．８～５μｍであるこ
とがより好ましく、１～３μｍであることが更に好ましい。無電解ニッケルめっき皮膜の
膜厚が０．６μ以上とすることで、はんだ接続後に高温放置を行った際に接続信頼性を得
られやすくなり、８μｍ以下とすることで、良好な高周波特性が得られやすい。
【００４０】
　無電解ニッケルめっき皮膜の純度が８０質量％以上であることで、求められる接続信頼
性向上の効果が得られやすい。
【００４１】
　一般的に無電解ニッケルめっきは、８０℃以上の高温浴が使用されるケースが多く、電
解めっきレジストおよび第二の電解めっきレジストをアタックしやすいため、６０～８０
℃程度の温度の浴を使用することが好ましい。
【００４２】
　このようなニッケル層形成工程に続いて、図１（ｈ）に示すように、電解めっきレジス
トであるレジスト４を除去する（レジスト除去工程）。これにより、レジスト４に覆われ
ていた部分の第１の銅層３１（銅めっき層３）が露出する。レジスト４の除去は、アルカ
リ性剥離液、硫酸、又はその他の市販のレジスト剥離液を用いて、レジスト４を剥離する
こと等により行うことができる。
【００４３】
　それから、図１（ｉ）に示すように、レジスト４に覆われていた部分の第１の銅層３１
（銅箔２２及び銅めっき層３）をエッチングにより除去する（エッチング工程）。これに
より、導体回路５１となるべき部分以外の銅（第１の銅層３１）が全て除去され、第１の
銅層３１及び第２の銅層５からなる導体回路５１の表面をニッケル層６が覆う回路パター
ンが形成される。
【００４４】
　エッチングは、レジスト４を除去した後の基板を、エッチング液に浸漬することにより
行うことができる。エッチング液としては、ハロゲン以外の酸及び過酸化水素を主成分と
し、主成分に加えて溶媒、添加剤からなる溶液を適用することができる。この溶媒として
は、コスト、取り扱い性、安全性の面から水が好ましく用いられ、水にはアルコール等が
添加されていても構わない。また、添加剤としては過酸化水素の安定剤等が挙げられる。
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さらに、ハロゲン以外の酸としては、硫酸、硝酸等が挙げられ、好ましくは硫酸が用いら
れる。このようなエッチング液を用いてエッチングを行う場合、設計通りのトップ幅、ボ
トム幅等を有する回路パターンを得るためには、銅めっき層３のエッチング速度が銅箔２
２のエッチング速度の８０％以下となるように調整することが好ましい。
【００４５】
　また、ハロゲン以外の酸として硫酸を用いる場合、エッチング液の主成分の濃度として
、１０～３００ｇ／Ｌの硫酸および１０～２００ｇ／Ｌの過酸化水素水を用いることが好
ましい。このような濃度以下では、エッチング速度が遅くなるため、作業性が悪くなる傾
向にある。また、この濃度以上では、エッチング速度が速くなり過ぎ、エッチング量のコ
ントロールが難しくなるおそれがある。
【００４６】
　第１の銅層３１のエッチング速度は、１～１５μｍ／分となるようにコントロールする
ことが、良好な作業性を得る観点から好ましい。また、結晶構造の差異によるエッチング
速度の差は、エッチング液の温度に依存することから、エッチングの際には、エッチング
液の温度は２０～５０℃とすることが好ましく、２０～４０℃とすることがより好ましい
。さらに、エッチング時間は、所望の導体パターン幅が形成されるような時間を適宜求め
て適用すればよいが、作業性やエッチングの均一性等を良好にする観点からは、１０秒～
１０分の範囲とすることが好ましい。
【００４７】
　エッチング工程後には、図１（ｊ）に示すように、後述する金層形成工程を実施する前
に、ニッケル層６が形成された導体回路５１の少なくとも一部が露出するように、表面に
ソルダーレジスト７を形成するソルダーレジスト形成工程を行うことが好ましい。ソルダ
ーレジスト７は、例えば、ニッケル層６が形成された導体回路５１（回路パターン）のう
ちのワイヤボンディング用端子やはんだ接続用端子となるべき部分以外を覆うように形成
することができる。このようなソルダーレジスト７を金層形成工程前に形成することによ
って、所望の位置にのみ金層９を形成することが可能となり、無電解金めっきの際に導体
回路を保護することができるほか、コストの低減も図ることが可能となる。
【００４８】
　ソルダーレジスト７としては、熱硬化型や紫外線硬化型の樹脂のものが使用でき、なか
でも、レジスト形状を精度良く加工することができる紫外線硬化型のものが好ましい。例
えば、エポキシ系、ポリイミド系、エポキシアクリレート系、フルオレン系の樹脂材料を
用いることができる。ソルダーレジストのパターン形成は、ワニス状の材料であれば印刷
で行うことも可能であるが、より精度を高める観点から、感光性のソルダーレジスト、カ
バーレイフィルム、フィルム状レジストを用い、これらを用いた公知のパターン形成方法
を適用して行うことがより好ましい。
【００４９】
　その後、図１（ｋ）に示すように、ニッケル層６が形成された導体回路（回路パターン
）のうち、ソルダーレジスト７を形成しなかった部分に対し、コバルト、パラジウム、白
金からなる群より選ばれる少なくとも一種の金属から選ばれる金属層８を形成する。これ
により、ニッケル層６が形成された導体回路の上面及び側面を覆うように金属層８が形成
される。なお、コバルト、パラジウム、白金からなる群より選ばれる少なくとも一種の金
属から選ばれる金属層８には、コバルト、パラジウム、白金の他に不純物を含有する場合
も含まれる。例えば、無電解パラジウムめっきによりパラジウムの金属層を形成した場合
に、還元剤由来のリンを含有し、パラジウム－リン合金となる場合等がある。
【００５０】
　なお、ニッケル層形成工程後、レジスト除去工程の前にこのような金属層形成工程を行
う場合こともできる（図示せず。）。この場合、レジスト４によって導体回路となるべき
部分のみに金属層８が形成される。したがって、導体回路上のニッケル層６の上面に金属
層８が形成される。
【００５１】
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　金属層８としてコバルト、パラジウム、白金からなる層を形成すると、ニッケル層６と
金層９との間にこれらの金属層８が形成され、ニッケル層６中のニッケルが金層９に拡散
することを防止できる。そのため、良好なワイヤボンディング性が得られ易くなる傾向に
ある。なお、ニッケル層６の上面にのみ金属層８が形成された場合も、ワイヤボンディン
グする上面へのニッケルの拡散が防止できることから同等の効果が得られる。なかでも、
パラジウムが特に好ましい。金属層８としてパラジウムを用いる場合、めっき液の安定性
が高いため、ニッケルの拡散を抑える効果が良好であり、ワイヤボンディング性を更に高
めることができる。また、金層９上ではんだ接続を行った場合、パラジウムが微量含まれ
ることによって、はんだ接続信頼性が向上する場合もある。
【００５２】
　パラジウムからなる金属層８（パラジウム層）を形成する場合、パラジウム層は、無電
解パラジウムめっきにより形成することが好ましい。無電解パラジウムめっきとして、置
換パラジウムめっきや還元剤を用いる還元型パラジウムめっきが適用できる。無電解パラ
ジウムめっきによるパラジウム層の形成方法としては、特に、置換パラジウムめっきを行
った後、還元型パラジウムめっきを行う方法が好ましい。これは、電解ニッケルめっきに
より形成したニッケル層６上では、そのままでは無電解パラジウムめっき反応が起こりづ
らい傾向にあるためである。あらかじめ置換パラジウムめっきでパラジウムを置換析出さ
せておき、その後に還元型パラジウムめっきによりパラジウム層を析出させることで、良
好にパラジウム層を形成することができる。
【００５３】
　パラジウム層の厚みは、０．０３～０．５μｍであると好ましく、０．０１～０．３μ
ｍであるとより好ましく、０．０３～０．２μｍであると更に好ましい。パラジウム層の
厚みが０．５μｍを超えると、パラジウム層の形成による効果がそれ以上は向上せず、経
済的でない傾向にある。一方、０．０３μｍよりも薄いと、パラジウム層が析出していな
い部分が含まれ易く、パラジウム層を形成することによる接続信頼性の向上効果が十分に
得られなくなるおそれがある。
【００５４】
　無電解パラジウムめっきに用いるめっき液のパラジウムの供給源としては、特に限定さ
れないが、塩化パラジウム、塩化パラジウムナトリウム、塩化パラジウムアンモニウム、
硫酸パラジウム、硝酸パラジウム、酢酸パラジウム、酸化パラジウム等のパラジウム化合
物等が挙げられる。具体的には、酸性塩化パラジウム「ＰｄＣｌ２／ＨＣｌ」、硝酸テト
ラアンミンパラジウム「Ｐｄ（ＮＨ３）４（ＮＯ３）２」、ジニトロジアンミンパラジウ
ム「Ｐｄ（ＮＨ３）２（ＮＯ２）２」、ジシアノジアンミンパラジウム「Ｐｄ（ＣＮ）２

（ＮＨ３）２」、ジクロロテトラアンミンパラジウム「Ｐｄ（ＮＨ３）４Ｃｌ２」、スル
ファミン酸パラジウム「Ｐｄ（ＮＨ２ＳＯ３）２」、硫酸ジアンミンパラジウム「Ｐｄ（
ＮＨ３）２ＳＯ４」、シュウ酸テトラアンミンパラジウム「Ｐｄ（ＮＨ３）４Ｃ２Ｏ４」
、硫酸パラジウム「ＰｄＳＯ４」等を適用することができる。また、めっき液に添加する
緩衝剤等についても特に限定されない。
【００５５】
　無電解パラジウムめっきにより形成されるパラジウム層は、パラジウムの純度が９０質
量％以上であると好ましく、９９質量％以上であるとより好ましく、１００質量％に近い
と特に好ましい。パラジウムの純度が９０質量％未満であると、その形成時にニッケル層
６上への析出が起こりづらくなり、ワイヤボンディング性やはんだ接続信頼性が低下する
場合がある。
【００５６】
　無電解パラジウムめっきに用いる還元剤に、ギ酸化合物を使用すると、得られるパラジ
ウム層の純度が９９質量％以上になり易くなり、均一な析出は可能となる。また、還元剤
に次亜リン酸や亜リン酸等のリン含有化合物や、ホウ素含有化合物を使用する場合は、得
られるパラジウム層がパラジウム－リン合金やパラジウム－ホウ素合金になるため、その
場合は、パラジウムの純度が９０質量％以上となるように還元剤の濃度、ｐＨ、浴温など
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を調節することが好ましい。
【００５７】
　また、パラジウム層は、必ずしも無電解パラジウムめっきにより形成しなくてもよく、
電解パラジウムめっきにより形成することもできる。その場合、電解パラジウムに用いる
電解パラジウムめっき液のパラジウムの供給源としては、特に限定されず、塩化パラジウ
ム、塩化パラジウムナトリウム、塩化パラジウムアンモニウム、硫酸パラジウム、硝酸パ
ラジウム、酢酸パラジウム、酸化パラジウム等のパラジウム化合物を適用できる。具体的
には、酸性塩化パラジウム（ＰｄＣｌ２／ＨＣｌ）、硫酸テトラアンミンパラジウム（Ｐ
ｄ（ＮＨ３）４ＳＯ４）、硝酸パラジウムナトリウム塩（Ｐｄ（ＮＯ３）２／Ｈ２ＳＯ４

）、ジニトロジアンミンパラジウム（Ｐｄ（ＮＨ３）２（ＮＯ２）２）、ジシアノジアン
ミンパラジウム（Ｐｄ（ＣＮ）２（ＮＨ３）２）、ジクロロテトラアンミンパラジウム（
Ｐｄ（ＮＨ３）４Ｃｌ２）、スルファミン酸パラジウム（Ｐｄ（ＮＨ２ＳＯ３）２）、硫
酸ジアンミンパラジウム（Ｐｄ（ＮＨ３）２ＳＯ４）、シュウ酸テトラアンミンパラジウ
ム（Ｐｄ（ＮＨ３）４Ｃ２Ｏ４）、硫酸パラジウム（ＰｄＳＯ４）などが例示できる。ま
た、電解パラジウムめっき液に含有させる緩衝剤等についても特に限定されず、公知の電
解パラジウムめっき液に含まれるものを適用することが可能である。
【００５８】
　その後、図１（ｌ）に示すように、金属層８が形成された部分に無電解金めっきにより
金層９を形成する（金層形成工程）。これにより、ニッケル層６が形成された導体回路５
１の上面及び側面を覆うように金層９が形成され、この部分が、ワイヤボンディング用端
子やはんだ接続用端子等の接続端子として好適に機能できるようになる。
【００５９】
　金層９は、例えば、置換・還元金めっきを行うか、或いは、置換金めっきを行った後に
還元型金めっきを行う無電解金めっきなどによって形成することができる。また、金層９
を形成する箇所が独立端子となる前に電解金めっきを行っておき、その後、還元型の無電
解金めっきを行うことにより形成することもできる。無電解金めっきは、本発明による効
果が得られる限り、どちらの手法を用いて行ってもよいが、置換金めっきを行った後に還
元型金めっきを行う方法は、下層の金属との良好な密着性が得られる観点から好ましく、
また置換・還元金めっきを行う方法は、めっきの際に下層の金属を溶出させ難く、良好な
金層９を形成できる傾向にある。
【００６０】
　置換金めっき後、還元型金めっきを行う場合、具体的には、ＨＧＳ―１００（日立化成
工業株式会社製、商品名）のような置換金めっき液により、０．０１～０．１μｍ程度の
金めっき下地皮膜（置換金めっき皮膜）を形成した後、その上に、ＨＧＳ―２０００（日
立化成工業株式会社製、商品名）のような還元型の無電解金めっき液により、０．１～１
μｍ程度の金めっき仕上げ層（還元型金めっき皮膜）を形成する方法が挙げられる。ただ
し、無電解金めっきの手法はこれに限定されず、通常行われる金めっきに適した方法であ
れば制限なく適用できる。
【００６１】
　図２は、第１実施形態における金層９形成後の導体回路の部分の断面構成を拡大して示
す模式図である。ここでは、金層９を形成するための無電解金めっきを、上記のような置
換金めっき後、還元型金めっきを行うことにより実施した場合の例を示す。図２に示すよ
うに、この部分では、内層板１（図示せず）の表面に形成された絶縁層２４上に、銅箔２
２、銅めっき層３、第２の銅層５及びニッケル層６がこの順に積層され、これらの積層構
造の上面及び側面を覆うように、金属層８と置換金めっき皮膜９１及び還元型金めっき皮
膜９２からなる金層９が形成されている。
【００６２】
　置換金めっき皮膜９１は、金属層８が形成された面に形成することができる。置換金め
っきに用いるめっき液には、シアン化合物を含むものと含まないものがあるが、いずれの
めっき液でも使用できる。なかでも、シアン化合物を含むものが好ましい。この理由とし
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ては、導体回路５１を構成している銅における置換金めっきの均一性は、シアンを含むめ
っき液を用いた方が、シアンを含まないものを用いた場合と比較して良好であることが挙
げられる。このようなシアンを含むめっき液で置換金めっきを行った後に、後述するよう
な還元型金めっきを行うと、金層９が均一に成長し易い傾向にある。
【００６３】
　還元型金めっき皮膜９２は、置換金めっき皮膜９１に更に金皮膜を形成することができ
る。そのため、置換金めっきに続いて還元型金めっきを行うことで、厚い金層９を形成す
ることが可能となる。還元型金めっきに用いるめっき液は、還元剤を含むことで、自己触
媒的に金層を形成できる。このめっき液にも、シアン化合物を含むものと含まないものが
あるが、いずれのめっき液でも使用できる。
【００６４】
　還元型金めっきに用いるめっき液の還元剤としては、酸化により水素ガスが発生しない
ものが好ましい。ここで、水素ガスが発生しない、もしくは発生しにくい還元剤としては
、アスコルビン酸、尿素系化合物、フェニル系化合物等が挙げられる。なお、水素ガスが
発生する還元剤としては、ホスフィン酸塩、ヒドラジンがある。このような還元剤を含む
金めっき液は、６０～８０℃程度の温度で使用可能なものが好ましい。
【００６５】
　一方、置換・還元金めっきは、置換金めっきと還元型金めっき反応を同一の液で行うも
のであり、置換金めっきと同様に、金属層８が形成された面に金層９を形成できる。この
ようなめっき液には、シアン化合物を含むものと含まないものがあり、いずれのめっき液
でも使用することができる。また、置換・還元金めっきを行った後に、金層の厚膜化のた
めに更に無電解金めっきを行うこともできる。
【００６６】
　このようにして形成される金層９は、９９質量％以上の純度の金からなることが好まし
い。金層９の金の純度が９９質量％未満であると、この部分を端子として適用する際に接
続の信頼性が低下する場合がある。接続信頼性をより高める観点からは、金層の純度は、
９９．５質量％以上であることがより好ましい。
【００６７】
　また、金層９の厚さは、０．００５～３μｍとすることが好ましく、０．０３～１μｍ
とすることがより好ましく、０．１μｍ～０．５μｍとすることが更に好ましい。金層９
の厚さを０．００５μｍ以上とすることで、この部分を端子とした際にワイヤボンディン
グを行うことが容易となる傾向にある。一方、３μｍを超えても、それ以上効果が大きく
向上しないため、経済的な観点からも３μｍ以下とすることが好ましい。
【００６８】
　以上の工程により、内層板１の両面に、絶縁層２１を隔てて外層回路である導体回路５
１が形成され、更にこの導体回路５１の必要部分に、ニッケル層６及び金層９が形成され
た構成を有する半導体チップ搭載用基板が得られる。このような半導体チップ搭載用基板
は、ニッケル層６、金属層８及び金層９が形成された導体回路の部分がワイヤボンディン
グ用端子やはんだ接続用端子として機能することができ、この部分でチップ部品等との接
続を行うことが可能である。
【００６９】
［第２実施形態］
　次に、半導体チップ搭載用基板の製造方法の好適な第２実施形態について説明する。図
３は、第２実施形態に係る半導体チップ搭載用基板の製造方法を模式的に示す工程図であ
る。本実施形態は、内層板に対し、ビルドアップフィルムを積層した後に銅めっき層を形
成する工程を含む、セミアディティブ法による半導体チップ搭載用基板の製造方法の例で
ある。
【００７０】
　本実施形態においては、まず、図３（ａ）に示すように、内層板１を準備する。この内
層板１は、上述した第１実施形態と同様にして準備することができる。次に、図３（ｂ）
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に示すように、内層板１の両表面上に、ビルドアップフィルムをラミネート又はプレスす
ることにより積層して、絶縁層２３を形成する。このビルドアップフィルムは、導電性を
有しないフィルムであり、絶縁性を有する樹脂材料等から構成される。このような樹脂材
料としては、上述した樹脂付き銅箔２における樹脂を主成分とする絶縁層２１と同様の構
成材料を適用でき、シリカフィラーなどの無機充填剤等が配合されていてもよい。なお、
積層前のビルドアップフィルムはＢステージ状態である。
【００７１】
　次に、図３（ｃ）に示すように、内層板１に積層された絶縁層２３の所定の部位に、絶
縁層２３を貫通して内層板１に達する貫通孔（ビア穴）を形成することでＩＶＨ１０を形
成し、内層回路１０２の一部を露出させる。この貫通孔の形成も、第１実施形態における
樹脂付き銅箔２に対する貫通孔の形成と同様にして行うことができる。
【００７２】
　次いで、図３（ｄ）に示すように、絶縁層２３が積層された内層板１の全表面を覆うよ
うに、無電解銅めっきにより銅めっき層３を形成する。これにより、内層板１と、内層板
１の内層回路１０２と一部で接続するように絶縁層２３を隔てて設けられた銅めっき層３
のみからなる第１の銅層３１を備える積層体が得られる。この積層体では、銅めっき層３
がＩＶＨ１０の内部にまで連続的に形成されるため、絶縁層２３の表面上に形成された銅
めっき層３（第１の銅層３１）と内層回路１０２との電気的な接続が可能となる。
【００７３】
　このような積層体を形成した後には、いずれも第１実施形態と同様にして、レジスト形
成工程、導体回路形成工程、ニッケル層形成工程、レジスト除去工程、エッチング工程、
ソルダーレジスト形成工程、金属層形成工程、及び金層形成工程を順次実施する（図３（
ｅ）～（ｌ）。）
【００７４】
　図４は、第２実施形態における金層９形成後の導体回路の部分の断面構成を拡大して示
す模式図である。ここでは、金層９を形成するための無電解金めっきを、上記のような置
換金めっき後、還元型金めっきを行うことにより実施した場合の例を示す。図４に示すよ
うに、この部分では、内層板１（図示せず）の表面に形成された絶縁層２４上に、銅めっ
き層３、第２の銅層５及びニッケル層６がこの順に積層され、これらの積層構造の上面及
び側面を覆うように、金属層８と置換金めっき皮膜９１及び還元型金めっき皮膜９２から
なる金層９が形成されている。
【００７５】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、上述したような本発明の製造方法
によれば、微細配線を形成する場合であっても、ブリッジの発生を低減でき、しかも優れ
たワイヤボンディング性及びはんだ接続信頼性を得ることが可能な半導体チップ搭載用基
板が得られるようになる。本発明者によりこれらの効果が得られる要因は、必ずしも明ら
かではないが、以下のようなものであると推測される。
【００７６】
（ブリッジ）
　まず、従来、無電解ニッケルめっきによってブリッジが発生し易かった要因としては、
（１）配線間のエッチング残渣、（２）無電解銅めっきにより銅配線を形成した際に、配
線間に残った無電解銅めっき用のパラジウム触媒残渣、（３）無電解ニッケルめっきを行
う前の置換パラジウムめっき処理によるパラジウム触媒残渣、（４）無電解めっきにおけ
る還元剤として一般的に使用されている次亜リン酸の酸化により発生する水素ガス、等が
複合的に作用していると考えられる。
【００７７】
　すなわち、微細配線化が進み、配線と配線との間の水素ガス濃度が高くなると、配線と
配線の間の無電解ニッケルめっき反応の活性が高くなるため、上述したような（１）～（
３）の残渣に無電解ニッケルめっきが析出し易くなり、これがブリッジの要因となる。ま
た、（１）～（３）のような残渣がない場合であっても、無電解ニッケルめっきの際、配
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線と配線との間の水素ガス濃度が高くなることにより、この部分でニッケルの還元が生じ
、直接無電解ニッケルめっきによる合金層が析出してしまい、これがブリッジとなる場合
がある。
【００７８】
　さらに、無電解ニッケルめっきにより配線の側面に形成されるニッケル皮膜は、水素ガ
ス濃度の高まりによって配線の側面のめっきの活性が上がることで、配線の上面の無電解
ニッケルめっき皮膜よりも厚い形状となり易い。特に、配線間の距離が狭いほど、この傾
向は強くなるため、これもブリッジが発生し易くなる要因となる。
【００７９】
　ここで、従来のブリッジを抑制するための前処理液や前処理方法、或いは無電解めっき
用触媒では、無電解ニッケルめっき処理後のブリッジの発生を抑制できない要因を、本発
明者らは次のように考えている。
【００８０】
　すなわち、従来の前処理液、前処理方法や無電解めっき用触媒液は、上述した（１）の
エッチング残渣や（２）のパラジウム触媒残渣などを不活性化するもの、または（３）の
パラジウム触媒残渣の量を低減するものであると考えられる。しかし、ブリッジが発生す
る原因としては、上記のような（４）の水素ガスも考えられるが、上記従来の前処理液、
前処理方法や無電解めっき用触媒液では、かかる水素ガスが配線間の樹脂表面に吸着し、
これが無電解ニッケルめっきによるダイレクトな合金層を析出させることを抑制するよう
な効果が得られないため、ブリッジの発生を充分に抑制できないと考える。
【００８１】
　なお、通常は、銅回路に無電解金めっきを行っても「ブリッジ」の発生はほとんど起こ
らない。無電解ニッケルめっきでは、還元剤として一般的に次亜リン酸が使用されるが、
その酸化に伴って水素ガスが発生することから、これにより配線近傍でのめっき液の活性
が高まり、その結果、エッチング残渣や無電解銅めっき用のパラジウム触媒残渣、或いは
直接的なニッケルの析出が生じやすくなる。
【００８２】
　これに対し、無電解金めっきには、還元剤として次亜リン酸等の酸化により水素ガスが
発生するものが使用されるケースが少なく、アスコルビン酸、尿素系化合物、フェニル系
化合物等が多く使用されることから、無電解金めっき中に水素ガスの発生がほとんど起こ
らず、したがって「ブリッジ」が発生しないと考えられる。
【００８３】
　また、無電解ニッケルめっき液は８０～９５℃の高温で使用されることから、析出速度
が速く、例えば０．２～０．３μｍ／分の析出速度となるのに対し、無電解金めっき液は
、６０～８０℃程度の温度で使用されることから、０．００５～０．０３μｍ／分の析出
速度となり、水素ガスが発生したとしても活性が低いものとなる。このような析出速度の
違いによる活性の違いも、「ブリッジ」の発生の有無を左右する要因となると考えられる
。
【００８４】
　これに対し、本発明では、銅からなる導体回路に対し、レジストが存在した状態で無電
解ニッケルめっきを行い、レジストを除去した後、無電解金めっきを行っている。つまり
、導体回路に対しては無電解ニッケルめっきを行っているため、上述した（１）～（４）
のような事項はいずれもブリッジを発生させる要因となり難くなる。さらに、導体回路以
外の部分にはレジストが存在した状態であるため、これによってもブリッジの発生が大幅
に抑制される。
【００８５】
（はんだ接続信頼性）
　従来のように銅回路上に無電解ニッケル／無電解金めっきを施す場合、上述した非特許
文献２に記載のように、無電解ニッケルめっき層が、置換金めっき反応によって溶解し、
脆弱層が形成されることがある。この脆弱層は、一般的に適用される無電解ニッケルは、
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無電解ニッケル－リン合金めっきであり、その後の置換金めっき反応ではニッケルのみが
溶出し易いため、リンが濃縮されて溶解し残ることにより形成さされると考えられる。そ
して、このような脆弱層の形成によって、はんだ接続信頼性が低下する。
【００８６】
　これに対し、本発明においては、ソルダーレジストを形成した後に、上面に無電解ニッ
ケルめっきされた銅配線に無電解パラジウムめっきを行うことで、その後の置換金めっき
反応においても、無電解ニッケル－リン合金めっき中のニッケルの溶出が抑制されるため
、脆弱層が形成され難い。このため、良好なはんだ接続信頼性を得られると考える。
【００８７】
（ワイヤボンディング性）
　従来の無電解ニッケル／無電解金めっきの場合、上述した非特許文献２に記載のように
、熱処理にともなってワイヤボンディング性が著しく低下することが示されている。この
ようにワイヤボンディング性が低下する理由としては、金めっき皮膜の粒界を無電解ニッ
ケル皮膜からのニッケルが拡散し、これにより金めっき皮膜の表面にニッケルが移行し、
この表面でニッケル酸化物を形成することが考えられる。そして、このように生じたニッ
ケル酸化物が、金ワイヤと金めっき皮膜との接着を妨害し、ワイヤボンディング性の低下
を招いていると考えられる。
【００８８】
　これに対し、本発明においては、ソルダーレジストを形成した後に、上面に無電解ニッ
ケルめっきされた銅配線に無電解パラジウムめっきを行うことで、銅配線上面のニッケル
が金表面に拡散することを防ぐとともに、銅配線側面の銅の拡散を抑制し、熱処理後にお
いても良好なワイヤボンディング性を得られると考える。
【００８９】
　（高周波特性）
　非特許文献３のように、銅配線の両サイドの無電解ニッケルめっき皮膜が、伝送損失に
大きな影響を与えることが知られているが、本発明では銅配線の両サイドに無電解ニッケ
ルめっきを析出させるとことがないため、従来の無電解ニッケル／無電解金めっきと比較
して、高周波特性に優れる。また、電解ニッケルめっきを配線上部に形成することも可能
であるが、非特許文献４のように、電解ニッケルめっきよりも無電解ニッケルめっきの方
が表皮抵抗は低く、高周波化に有利である。さらに、電解ニッケルめっき皮膜は純Ｎｉで
あるのに対し、無電解ニッケルめっきは一般的にリンを含有しているために電解ニッケル
めっき皮膜よりもバリヤ性に優れ、はんだ接続信頼性に優れることが予想される。非特許
文献４のように、ニッケルめっきが厚くなると、高周波特性が低下してくることから、電
解ニッケルめっきよりも厚みを薄くできる無電解ニッケルめっきの方がより高周波化に対
応することができると考える。
【００９０】
　以上、本発明に係る半導体チップ搭載用基板及びその製造方法の好適な実施形態につい
て説明したが、本発明は必ずしも上述した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨
を逸脱しない範囲で適宜変更を行ってもよい。
【００９１】
　例えば、上記の実施形態では、第２の銅層５（導体回路）の全ての領域上に無電解ニッ
ケルめっきによりニッケル層６を形成したが、ニッケル層６は、第２の銅層５上の所定の
位置に部分的に形成するようにしてもよい。具体的には、第２の銅層５を形成した後に、
当該銅層３上のニッケル層６を形成する部分を除いてレジスト（上部レジスト）を形成し
、ニッケル層形成工程において、この上部レジストが形成されていない第２の銅層５上に
のみニッケル層６を形成することができる。この場合、導体回路（第２の銅層５）上のは
んだ接続用端子やワイヤボンディング用端子としない領域は、ニッケル層６によって覆わ
れることがなく、上部に形成されるソルダーレジスト７と直接接するようになる。そして
、ソルダーレジスト７は、ニッケルよりも銅に対する密着性が高い場合が多いため、上記
構成とすることによってソルダーレジスト７の密着性を高め、信頼性を更に向上させるこ
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とが可能となる。
【００９２】
　また、上述した実施形態では、内層板の両表面上に外層導体回路を形成させる例を説明
したが、必ずしもこれに限定されず、例えば内層板の一方の表面側のみ外層導体回路を形
成するようにしてもよい。さらに、上記で得られた半導体チップ搭載用基板を更に内層板
として用い、同様の工程を繰り返すことで、複数層の外装導体回路を備える多層板として
もよい。
【実施例】
【００９３】
（実施例１）
（半導体チップ搭載用基板の製造）
（１ａ）内層板の準備
　まず、図１（ａ）に示すように、絶縁基材に厚さ１８μｍの銅箔を両面に貼り合わせた
、厚さ０．２ｍｍのガラス布基材エポキシ銅張積層板であるＭＣＬ－Ｅ－６７９（日立化
成工業株式会社製、商品名）を準備し、その不要な箇所の銅箔をエッチングにより除去し
、スルーホールを形成して、表面に内層回路１０２が形成された内層板（内層板１）を得
た。
【００９４】
（１ｂ）樹脂付き銅箔の積層
　図１（ｂ）に示すように、内層板１の両面に、３μｍの厚みの銅箔２２に接着剤（絶縁
層２１）を塗布したＭＣＦ－７０００ＬＸ（日立化成工業株式会社製、商品名）を、１７
０℃、３０ｋｇｆ／ｃｍ２（２．９ＭＰａ）の条件で６０分間加熱加圧してラミネートし
た。
【００９５】
（１ｃ）ＩＶＨの形成
　図１（ｃ）に示すように、炭酸ガスインパクトレーザー穴あけ機Ｌ－５００（住友重機
械工業株式会社製、商品名）により、銅箔２２上から直径８０μｍの非貫通孔であるＩＶ
Ｈ１０をあけた。さらに、ＩＶＨ１０形成後の基板を過マンガン酸カリウム６５ｇ／Ｌと
水酸化ナトリウム４０ｇ／Ｌの混合水溶液に、液温７０℃で２０分間浸漬し、孔内のスミ
アの除去を行った。
【００９６】
（１ｄ）無電解銅めっき
　図１（ｄ）に示すように、（１ｃ）の工程後の基板を、パラジウム溶液であるＨＳ－２
０２Ｂ（日立化成工業株式会社製、商品名）に２５℃で１５分間浸漬して、銅箔２２表面
に触媒を付与した。その後、ＣＵＳＴ－２０１（日立化成工業株式会社製、商品名）を使
用して、液温２５℃、３０分の条件で無電解銅めっきを行った。これにより銅箔２２上及
びＩＶＨ１０内の表面に厚さ０．３μｍの無電解銅めっき層（銅めっき層３）を形成した
。
【００９７】
（１ｅ）電解めっきレジストの形成
　図１（ｅ）に示すように、ドライフィルムフォトレジストであるＲＹ－３０２５（日立
化成工業株式会社製、商品名）を、無電解銅めっき層の表面にラミネートし、電解銅めっ
きを行うべき箇所をマスクするフォトマスクを介してフォトレジストに紫外線を露光した
後、現像して、電解めっきレジスト（レジスト４）を形成した。
【００９８】
（１ｆ）電解銅めっき
　図１（ｆ）に示すように、硫酸銅浴を用い、液温２５℃、電流密度１．０Ａ／ｄｍ２の
条件で、銅めっき層３上に電解銅めっきを２０μｍほどの厚さが得られるように行い、回
路導体幅／回路導体間隔（Ｌ／Ｓ）＝３５／３５μｍのパターン形状を有する第２の銅層
５を形成した。また、かかるパターン形状を形成した面と反対側の面には、はんだボール
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接続用のランド径６００μｍのパッドが形成されるように、電解銅めっき皮膜（第２の銅
層５）を形成した。
（１ｇ）無電解ニッケルめっき
　図１（ｇ）に示すように、無電解ニッケルめっき液であるＩＣＰ－ニコロンＫＺ（奥野
製薬工業株式会社、商品名）へ、７０℃において８分間浸漬させ、無電解ニッケルめっき
皮膜を１μｍ析出させた。
【００９９】
（１ｈ）電解めっきレジストの剥離
　図１（ｈ）に示すように、レジスト剥離液であるＨＴＯ（ニチゴー・モートン株式会社
製、商品名）を用いて、電解めっきレジストの除去を行った。
【０１００】
（１ｉ）エッチング
　図１（ｉ）に示すように、主成分として硫酸２０ｇ／Ｌ、過酸化水素１０ｇ／Ｌの組成
のエッチング液を用いて、電解めっきレジストで覆われていた部分の銅（銅箔２２及び銅
めっき層３）をエッチングにより除去した。
【０１０１】
（１ｊ）ソルダーレジストの形成
　図１（ｊ）に示すように、エッチング後の基板の上側の表面に、感光性のソルダーレジ
スト「ＰＳＲ－４０００　ＡＵＳ５」（太陽インキ製造株式会社製、商品名）をロールコ
ータにより塗布し、硬化後の厚みが４０μｍとなるようにした。続いて、露光・現像をす
ることにより、導体回路上の所望の場所に開口部を有するソルダーレジスト７を形成した
。また、下側の表面には、はんだボール接続用のパッドを形成するために、ランド径６０
０μｍの銅パッドの上部に、５００μｍの開口径をもったソルダーレジスト７を形成した
。
【０１０２】
（１ｋ）無電解パラジウムめっき
　図１（ｋ）に示すように、無電解パラジウムめっき液であるＡＰＰ（石原薬品株式会社
製、商品名）に、５０℃で６分間浸漬し、無電解パラジウムめっき皮膜を０．１μｍ析出
させた。
【０１０３】
（１ｌ）無電解金めっき
　ソルダーレジスト７形成後の基板を、置換金めっき液であるＨＧＳ－１００（日立化成
工業株式会社、商品名）に、８５℃で２分間浸漬させ、更に１分間水洗した。次いで、還
元型金めっき液であるＨＧＳ－２０００（日立化成工業株式会社製、商品名）に、７０℃
で４５分間浸漬させ、更に５分間水洗して、無電解金めっき皮膜を形成した。置換金めっ
き及び還元型金めっきによって得られた無電解金めっき皮膜の膜厚の合計は０．５μｍで
あった。なお、本実施例及び以下の実施例や比較例においては、ニッケル層、パラジウム
層及び金層の膜厚は、蛍光Ｘ線膜厚計ＳＦＴ９５００（エスアイアイ・ナノテクノロジー
株式会社製、商品名）を用いて測定した。
【０１０４】
　このようにして、図１（ｌ）に示すような、上下面に金層９で覆われた端子部分を有す
る半導体チップ搭載用基板を得た。この半導体チップ搭載用基板においては、上側の端子
部分がワイヤボンディング接続用の端子に該当し、下側の端子部分がはんだ接続用の端子
に該当する。半導体チップ搭載用基板は、これらの端子をそれぞれ１０００個有している
（以下の実施例、比較例も同様）。
【０１０５】
（特性評価）
（１）微細配線形成性
　上記で得られた半導体チップ搭載用基板について、下記の基準により無電解金めっき後
の微細配線形成性を評価した。得られた結果を表１に示す。
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【０１０６】
Ａ：ブリッジが形成されておらず、端子部分にめっき皮膜が良好に形成されており、回路
導体間隔が２５μｍ以上である。
Ｂ：端子部分の外周に部分的にめっきがはみ出して析出しており、回路導体間隔が２０μ
ｍ以上、２５μｍ未満である。
Ｃ：端子部分の外周に部分的にめっきがはみ出して析出しており、回路導体間隔が１５μ
ｍ以上、２０μｍ未満である。
Ｄ：端子部分の外周に部分的にめっきがはみ出して析出しており、回路導体間隔が５μｍ
以上、１５μｍ未満である。
Ｅ：端子部分の外周に部分的にめっきがはみ出して析出しており、回路導体間隔が５μｍ
未満である。
【０１０７】
（２）ワイヤボンディング性
　上記で得られた半導体チップ搭載用基板について、下記の基準により接続端子のワイヤ
ボンディング性（ワイヤボンディング接続性）を評価した。
【０１０８】
　すなわち、実施例１に対応する複数の半導体チップ搭載用基板に対し、１５０℃で３、
１０、５０、１００及び２００時間の熱処理をそれぞれ実施し、各熱処理時間が経過した
時点でワイヤボンディングを行った。ワイヤボンディングは、ワイヤ径２８μｍの金ワイ
ヤを用い、１０００箇所のワイヤボンディング接続用の端子の全てで行った。ワイヤボン
ディング装置としては、ＵＴＣ２００－Ｓｕｐｅｒ２（株式会社新川製、商品名）を用い
、ボンディング温度（ヒートブロック温度）：１６５℃、ボンド荷重：７０ｇｆ、超音波
出力：９０ＰＬＳ、超音波時間：２５ｍｓの条件とした。
　すなわち、実施例１に対応する複数の半導体チップ搭載用基板に対し、１５０℃で３、
１０、５０、１００及び２００時間の熱処理をそれぞれ実施し、各熱処理時間が経過した
時点でワイヤボンディングを行った。ワイヤボンディングは、ワイヤ径２８μｍの金ワイ
ヤを用い、１０００箇所のワイヤボンディング接続用の端子の全てで行った。ワイヤボン
ディング装置としては、ＵＴＣ２００－Ｓｕｐｅｒ２（株式会社新川製、商品名）を用い
、ボンディング温度（ヒートブロック温度）：１６５℃、ボンド荷重：７０ｇｆ、超音波
出力：９０ＰＬＳ、超音波時間：２５ｍｓの条件とした。
【０１０９】
（３）はんだ接続信頼性
　上記で得られた半導体チップ搭載用基板について、下記の基準により接続端子のはんだ
接続信頼性を評価した。
　すなわち、半導体チップ搭載用基板における１０００箇所のはんだ接続端子に、φ０．
７６ｍｍのＳｎ－３．０Ａｇ－０．５Ｃｕはんだボールを、リフロー炉で接続させた後（
ピーク温度２５２℃）、耐衝撃性ハイスピードボンドテスター　４０００ＨＳ（デイジ社
製　商品名）を用いて、約２００ｍｍ／秒の条件ではんだボールのシェア（剪断）試験を
行った（放置時間０ｈ）。また、はんだボールをリフローにより接続させた半導体チップ
搭載用基板を複数準備し、それぞれ１５０℃で１００、３００、１０００時間放置した後
、これらについても同様にしてはんだボールのシェア（剪断）試験を行った。
【０１１０】
　はんだ接続信頼性の評価基準は以下のとおりであり、かかる基準に基づいて、端子毎に
評価を行った。得られた結果を表１に示す。
Ａ：１０００箇所全てのはんだ用接続端子においてはんだボール内での剪断による破壊が
認められた。
Ｂ：はんだボール内での剪断による破壊以外のモードによる破壊が１箇所以上１０個所以
下で認められた。
Ｃ：はんだボール内での剪断による破壊以外のモードによる破壊が１１箇所以上１００個
所以下で認められた。
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Ｄ：はんだボール内での剪断による破壊以外のモードによる破壊が１０１個所以上で認め
られた。
【０１１１】
（実施例２）
（半導体チップ搭載用基板の製造）
（２ａ）内層板の準備
　まず、図３（ａ）に示すように、絶縁基材に厚さ１８μｍの銅箔を両面に貼り合わせた
、厚さ０．２ｍｍのガラス布基材エポキシ銅張積層板であるＭＣＬ－Ｅ－６７９（日立化
成工業株式会社製、商品名）を準備し、その不要な箇所の銅箔をエッチングにより除去し
、スルーホールを形成して、表面に内層回路が形成された内層板（内層板１）を得た。
【０１１２】
（２ｂ）樹脂層の積層
　図３（ｂ）に示すように、内層板の両面に、熱硬化性絶縁樹脂フィルムＡＢＦ－４５Ｈ
（味の素ファインテクノ株式会社製、商品名）を、１７０℃、３０ｋｇｆ／ｃｍ２（２．
９ＭＰａ）の条件で６０分間加熱加圧してラミネートした。
【０１１３】
（２ｃ）ＩＶＨの形成
　図３（ｃ）に示すように、炭酸ガスインパクトレーザー穴あけ機Ｌ－５００（住友重機
械工業株式会社製、商品名）により、ビルドアップフィルム上から直径８０μｍの非貫通
孔であるＩＶＨ１０をあけた。さらに、ＩＶＨ１０形成後の基板を過マンガン酸カリウム
６５ｇ／Ｌと水酸化ナトリウム４０ｇ／Ｌの混合水溶液に、液温７０℃で２０分間浸漬し
、孔内のスミアの除去を行った。
【０１１４】
（２ｄ）無電解銅めっき
　図３（ｄ）に示すように、（２ｃ）の工程後の基板を、パラジウム溶液であるＨＳ－２
０２Ｂ（日立化成工業株式会社製、商品名）に２５℃で１５分間浸漬して、銅箔表面に触
媒を付与した。その後、ＣＵＳＴ－２０１（日立化成工業株式会社製、商品名）を使用し
て、液温２５℃、３０分の条件で無電解銅めっきを行った。これにより銅箔上及びＩＶＨ
内の表面に厚さ０．３μｍの無電解銅めっき層（銅めっき層３）を形成した。
【０１１５】
（２ｅ）電解めっきレジストの形成
　図３（ｅ）に示すように、ドライフィルムフォトレジストであるＲＹ－３０２５（日立
化成工業株式会社製、商品名）を、無電解銅めっき層の表面にラミネートし、電解銅めっ
きを行うべき箇所をマスクするフォトマスクを介してフォトレジストに紫外線を露光した
後、現像して、電解めっきレジスト（レジスト４）を形成した。
【０１１６】
（２ｆ）電解銅めっき
　図３（ｆ）に示すように、硫酸銅浴を用い、液温２５℃、電流密度１．０Ａ／ｄｍ２の
条件で、銅めっき層３上に電解銅めっきを２０μｍほどの厚さが得られるように行い、回
路導体幅／回路導体間隔（Ｌ／Ｓ）＝３５／３５μｍのパターン形状を有する第２の銅層
５を形成した。また、かかるパターン形状を形成した面と反対側の面には、はんだボール
接続用のランド径６００μｍのパッドが形成されるように、電解銅めっき皮膜（第２の銅
層５）を形成した。
【０１１７】
（２ｇ）無電解ニッケルめっき
　図３（ｇ）に示すように、無電解ニッケルめっき液であるＩＣＰ－ニコロンＫＺ（奥野
製薬工業株式会社、商品名）へ、７０℃において８分間浸漬させ、無電解ニッケルめっき
皮膜を１μｍ析出させた。
［工程１ｇ：無電解ニッケルめっき工程］
図３（ｇ）に示すように、無電解ニッケルめっき液であるＩＣＰ－ニコロンＫＺ（奥野製



(22) JP 2013-93359 A 2013.5.16

10

20

30

40

50

薬工業株式会社、商品名）へ、７０℃において８分間浸漬させ、無電解ニッケルめっき皮
膜を１μｍ析出させた。
【０１１８】
（２ｈ）電解めっきレジストの剥離
　図３（ｈ）に示すように、レジスト剥離液であるＨＴＯ（ニチゴー・モートン株式会社
製、商品名）を用いて、電解めっきレジストの除去を行った。
【０１１９】
（２ｉ）エッチング
　図３（ｉ）に示すように、主成分として硫酸２０ｇ／Ｌ、過酸化水素１０ｇ／Ｌの組成
のエッチング液を用いて、電解めっきレジストで覆われていた部分の銅をエッチングによ
り除去した。
【０１２０】
（２ｊ）ソルダーレジストの形成
　図３（ｊ）に示すように、エッチング後の基板の上側の表面に、感光性のソルダーレジ
スト「ＰＳＲ－４０００　ＡＵＳ５」（太陽インキ製造株式会社製、商品名）をロールコ
ータにより塗布し、硬化後の厚みが４０μｍとなるようにした。続いて、露光・現像をす
ることにより、導体回路上の所望の場所に開口部を有するソルダーレジスト７を形成した
。また、下側の表面には、はんだボール接続用のパッドを形成するために、ランド径６０
０μｍの銅パッドの上部に、５００μｍの開口径をもったソルダーレジスト７を形成した
。
【０１２１】
（２ｋ）無電解パラジウムめっき
　図３（ｋ）に示すように、無電解パラジウムめっき液であるＡＰＰ（石原薬品株式会社
製、商品名）に、５０℃で６分間浸漬し、無電解パラジウムめっき皮膜を０．１μｍ析出
させた。
（２ｌ）無電解金めっき
　ソルダーレジスト７形成後の基板を、置換金めっき液であるＨＧＳ－１００（日立化成
工業株式会社、商品名）に、８５℃で２分間浸漬させ、更に１分間水洗した。次いで、還
元型金めっき液であるＨＧＳ－２０００（日立化成工業株式会社製、商品名）に、７０℃
で４５分間浸漬させ、更に５分間水洗して、無電解金めっき皮膜を形成した。置換金めっ
き及び還元型金めっきによって得られた無電解金めっき皮膜の膜厚の合計は０．５μｍで
あった。
【０１２２】
（特性評価）
　得られた半導体チップ搭載用基板について、実施例１と同様に、微細配線形成性、ワイ
ヤボンディング接続信頼性およびはんだ接続信頼性について評価した。得られた結果を表
１に示す。
【０１２３】
［比較例１］
（半導体チップ搭載用基板の製造）
　実施例１における（１ａ）～（１ｆ）の工程を行った後、（１ｇ）（無電解ニッケルめ
っき）の工程を行わずに、（１ｈ）～（１ｊ）の工程を行った。
【０１２４】
　次に、ソルダーレジスト形成後の基板を、めっき活性化処理液であるＳＡ－１００（日
立化成工業株式会社製、商品名）に、２５℃で５分間、浸漬処理し、１分間水洗した後、
無電解ニッケルめっき液であるニッケルＰＳ－１００（日立化成工業株式会社製、商品名
）に、８５℃で１２分間、浸漬処理して、１分間水洗した。これにより、第２の銅層上に
３μｍの無電解ニッケルめっき皮膜を形成した。
【０１２５】
　その後、無電解ニッケルめっき皮膜形成後の基板を、置換金めっき液であるＨＧＳ－１
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００（日立化成工業株式会社製、商品名）に、８５℃で１０分間、浸漬処理し、１分間水
洗した後、還元型金めっき液であるＨＧＳ－２０００（日立化成工業株式会社製、商品名
）に、７０℃で４５分間浸漬させ、５分間水洗した。これにより、半導体チップ搭載用基
板を得た。置換金めっき及び還元型金めっきによって得られた金層の膜厚の合計は０．５
μｍであった。
【０１２６】
（特性評価）
　得られた半導体チップ搭載用基板について、実施例１と同様に、微細配線形成性、ワイ
ヤボンディング接続信頼性およびはんだ接続信頼性について評価した。得られた結果を表
１に示す。
［比較例２］
（半導体チップ搭載用基板の製造）
　実施例１における（１ａ）～（１ｆ）の工程を行った後、（１ｇ）（電解ニッケルめっ
き）の工程を行わずに、（１ｈ）～（１ｊ）の工程を行った。
【０１２７】
　続いて、ソルダーレジスト７形成後の基板を、めっき活性化処理液である下記組成の置
換パラジウムめっき液に、５分間浸漬した後、水洗及び乾燥して、第２の銅層上に置換パ
ラジウムめっき皮膜を形成した。
置換パラジウムめっき液の組成
塩化パラジウム（パラジウム）として　：１００ｍｇ／Ｌ
塩化アンモニウム　　　　　　　：１０ｇ／Ｌ
ｐＨ　　　　　　　　　　　　　：２（塩酸により調整）
【０１２８】
　次に、置換パラジウムめっき液による処理後の基板を、下記組成の処理液に浸漬した後
、水洗及び乾燥した。
【０１２９】
　次に、置換パラジウムめっき液による処理後の基板を、下記組成の処理液に浸漬した後
、水洗及び乾燥した。
処理液の組成
チオ硫酸カリウム　：５０ｇ／Ｌ
ｐＨ調整剤　　　　：クエン酸ナトリウム
ｐＨ　　　　　　　：６
【０１３０】
　それから、上記処理後の基板を、無電解ニッケルめっき液であるＩＣＰ－ニコロンＫＺ
（奥野製薬工業株式会社、商品名）に、７０℃で８分間、浸漬処理した後、１分間水洗し
た。これにより、パラジウムめっき皮膜上に、１μｍの無電解ニッケルめっき皮膜を形成
した。続いて、この基板を置換金めっき液であるＨＧＳ－１００（日立化成工業株式会社
製、商品名）に、８５℃で１０分間、浸漬処理し、１分間水洗した後、還元型金めっき液
であるＨＧＳ－２０００（日立化成工業株式会社製、商品名）に、７０℃で４５分間浸漬
させ、５分間水洗した。これにより、半導体チップ搭載用基板を得た。置換金めっき及び
還元型金めっきによって得られた金層の膜厚の合計は０．５μｍであった。
（特性評価）
　得られた半導体チップ搭載用基板について、実施例１と同様に、微細配線形成性、ワイ
ヤボンディング接続信頼性およびはんだ接続信頼性について評価した。得られた結果を表
１に示す。
【０１３１】
［比較例３］
（半導体チップ搭載用基板の製造）
　実施例１における（１ａ）～（１ｆ）の工程を行った後、（１ｇ）（無電解ニッケルめ
っき）の工程を行わずに、（１ｈ）～（１ｊ）の工程を行った。
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【０１３２】
　続いて、めっき活性化処理液である下記組成の置換パラジウムめっき液に、５分間浸漬
後、水洗、乾燥して、第２の銅層上に置換パラジウムめっき皮膜を形成した。
置換パラジウムめっき液の組成
塩酸（３５％）　　　　　　　　：７０ｍｌ／Ｌ
塩化パラジウム（パラジウム）として　：５０ｍｇ／Ｌ
次亜リン酸　　　　　　　　　　：１００ｍｇ／Ｌ
酸性度　　　　　　　　　　　　：約０．８Ｎ（規定）
【０１３３】
　次に、置換パラジウムめっき液による処理後の基板を、無電解ニッケルめっき液である
ＩＣＰ－ニコロンＫＺ（奥野製薬工業株式会社、商品名に、７０℃で８分間、浸漬処理し
、１分間水洗した。これにより、パラジウムめっき皮膜上に、１μｍの無電解ニッケルめ
っき皮膜を形成した。続いて、この基板を、置換金めっき液であるＨＧＳ－１００（日立
化成工業株式会社製、商品名）に、８５℃で１０分間浸漬処理し、１分間水洗した後、還
元型金めっき液であるＨＧＳ－２０００（日立化成工業株式会社製、商品名）に、７０℃
において４５分間浸漬させ、５分間水洗した。これにより、半導体チップ搭載用基板を得
た。置換金めっき及び還元型金めっきによって得られた金層の膜厚の合計は０．５μｍで
あった。
【０１３４】
（特性評価）
　得られた半導体チップ搭載用基板について、実施例１と同様に、微細配線形成性、ワイ
ヤボンディング接続信頼性およびはんだ接続信頼性について評価した。得られた結果を表
１に示す。
［比較例４］
（半導体チップ搭載用基板の製造）
　（１ｇ）の工程において、光沢剤（一次光沢剤）を含有する下記組成の電解ニッケルめ
っき液を用いて、液温５５℃、電流密度１．５Ａ／ｄｍ２の条件で、第２の銅層上に電解
ニッケルめっきを１μｍほどの厚さが得られるように行い、第２の銅層上にニッケル層を
形成したこと以外は、実施例１と同様にして半導体チップ搭載用基板を得た。電解ニッケ
ルめっき液の組成
硫酸ニッケル　　　　　　：　２４０ｇ／Ｌ
塩化ニッケル　　　　　　：　４５ｇ／Ｌ
ホウ酸　　　　　　　　　：　３０ｇ／Ｌ
界面活性剤　　　　　　　：　３ｍｌ／Ｌ
　　（日本高純度化学株式会社製、商品名：ピット防止剤♯６２）
サッカリン（光沢剤）　　：　２ｇ／Ｌ　　　　　
ｐＨ　　　　　　　　　　：　４
【０１３５】
（特性評価）
　得られた半導体チップ搭載用基板について、実施例１と同様に、微細配線形成性、ワイ
ヤボンディング接続信頼性およびはんだ接続信頼性について評価した。得られた結果を表
１に示す。
【０１３６】
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【表１】

【符号の説明】
【０１３７】
１…内層板、１００…内層用基板、１０２…内層回路、１０４…内層用ビア、２…樹脂付
き銅箔、２１…絶縁層、２２…銅箔、２３…絶縁層（ビルドアップフィルム）、２４…絶
縁層、３…銅めっき層（無電解銅めっき皮膜）、３１…第１の銅層、４…レジスト、５…
第２の銅層（電解銅めっき皮膜）、５１…導体回路、６…ニッケル層（無電解ニッケルめ
っき皮膜）、７…ソルダーレジスト、８…金属層（無電解パラジウムめっき皮膜）、９…
金層（無電解金めっき皮膜）、９１…置換金めっき皮膜、９２…還元型金めっき皮膜、１
０…インタースティシャルバイアホール（ＩＶＨ）

【図１】 【図２】
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